
【 150338 】 

 

車両の修繕にかかる費用について 

 

 

運行中の事故・接触などによらない下記の部分の故障については、１０，０

００円以上にかかる分については、松阪市の負担とする。（１０，０００円は受

託者負担） 

 

・エンジン本体 

・インジェクションポンプ 

・エンジンコントロールユニット（コンピューター）本体 

・トランスミッション本体 

・ディファレンシャル本体 

・ステアリングギアーボックス本体 

・エアコンディショナーの主要機構本体（エバポレーター、コンデンサー、駆

動用エンジン、コンプレッサー） 

・エアーコンプレッサー本体 

・ラジエーター本体 

・ブレーキのアクチュエーター本体 

・腐食による車体の損傷、乗降口ステップなど 

・発電用エンジン及び関連部分 

・クラッチディスク、プレッシャープレート、フライホイール 

別添 


